
　　　　※一部、対象外地域あり

　　　　※在住と通勤の年数は合算可能

東京２３区内の在住年数だけで、通算５年以上である。

移住支援補助金の対象となる可能性があります。

詳しくは津市商業振興労政課までお問い合わせください。

前提条件！！

・１年間は就業を継続する必要があります。

交付後の返還要請

・全額返還：１年以内に職を辞した、又は、３年以内に津市外に居住を移した場合

・半額返還：５年以内に津市外に居住を移した場合

津市に５年以上居住する意思がある

東京都（２３区外）・千葉県・神奈川県・埼玉県（※）から東京

２３区内に通勤していた年数を含めると通算５年以上である。

対象外

移住支援補助金対象確認フローチャート

・津市移住支援補助金は、申請書提出後５年間は居住の調査を行いますので、１年毎に

　住民票を提出してください。

住民票を移す直前の１０年間のうち、

　通算５年以上、東京都２３区内に在住又は通勤している。

都道府県が開設及び運営を行う移住支援金の対象法人に係る求人情報に応募

し、採用が決まった。（例：「みえ」の仕事マッチングサイト等）

かつ、１年以上継続して就業する意思がある

現在の仕事をテレワークで継続し、企業等からの命令ではなく、

自分の意思で移住し、移住後も引き続きテレワークにより業務を

実施する。

東京２３区内に直近１年以上連続して住んでいる

東京圏（東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県）※から

　　　東京２３区内に直近１年以上連続して通勤している。
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